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平
成　

年
度
か
ら
医
療
保
険

２０

者
ご
と
に
、
生
活
習
慣
病
予
防

の
た
め
の
「
特
定
健
診
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
体
の

状
態
を
知
り
、
生
活
習
慣
を
見

直
す
き
っ
か
け
と
す
る
た
め
、

１
年
度
に
１
回
、
特
定
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
市
が

実
施
し
て
い
る
が
ん
検
診
等
も

一
緒
に
受
診
で
き
ま
す
（
別
途

費
用
が
必
要
）。
詳
細
は
、
今

号
折
り
込
み
の
「
健
康
ガ
イ

ド
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

４
月
か
ら
の
主
な
変
更
点

市
特
定
健
診
イ
メ
ー

ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
よ
か
ろ
ー
も
ん
」

　

市
国
保
の
受
診
方
法

　

〈
受
診
対
象
者
〉

　

市
国
保
の
加
入
者
で
、
平
成

　

年
度
内
に　

歳
以
上　

歳
未

２１

４０

７５

満
の
人
。
対
象
者
は
、
保
険
証

３
面
の
「
特
定
健
診
受
診
対
象

者
の
氏
名
」
欄
に
氏
名
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

〈
健
診
の
内
容
〉

　

身
長
・
体
重
・
腹
囲
測
定
、

血
圧
測
定
、
尿
検
査
、
血
液
検

査（
中
性
脂
肪
・
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
・
空
腹
時
血
糖
・
肝
機
能
等
）

　

〈
受
診
費
用
〉

　

自
己
負
担
５
０
０
円
。
た
だ

し
、
満　

歳
以
上　

歳
未
満
の

７０

７５

人
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
（
要

証
明
書
）
の
人
は
無
料
で
す
。

　

〈
受
診
方
法
〉

　

保
険
証
送
付
時
に
同
封
の

「
受
診
場
所
と
連
絡
先
」
へ
、

電
話
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
受

診
時
に
保
険
証
が
必
要
で
す
。

　

〈
受
診
で
き
る
期
間
〉

　

平
成　

年
４
月
１
日
水
か
ら

２１

平
成　

年
３
月　

日
水
ま
で
。

２２

３１

前
年
の
健
診
結
果
と
比
較
で
き

る
の
で
、
毎
年
同
時
期
の
受
診

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】

　

市
国
民
健
康
保
険
ご
案
内
セ

ン
タ
ー
（
☎
７
１
１
・
４
２
６

６
Ⓕ
７
３
３
・
５
７
５
６
）

　

※
市
国
保
以
外
は
下
記
へ
▽

社
会
保
険
＝
健
康
保
険
証
に
記

載
の
連
絡
先
▽
後
期
高
齢
者

（
長
寿
）医
療
制
度
＝
５
面
参
照

　

①
保
険
証
で
受
診
で
き
ま
す

（
市
国
民
健
康
保
険
の
場
合
）

　

平
成　

年
度
に
対
象
者
へ
送

２０

付
し
て
い
た
「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」
を
廃
止
し
ま
し
た
。

４
月
か
ら
は
、
市
国
民
健
康
保

険
（
以
下
、
市
国
保
）
の
特
定

健
診
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
（
以
下
、
保
険
証
）
だ

け
で
受
診
で
き
ま
す
。
満　

歳
６５

以
上
の
方
は
、
介
護
保
険
被
保

険
者
証
も
必
要
で
す
。

　

②　

歳
以
上　

歳
未
満
の
人

４０

７５

に
対
象
が
拡
大

　

平
成　

年
度
は
、
年
度
内
に

２０

　

歳
か
ら　

歳
に
到
達
す
る
人

４０

７４

が
対
象
で
し
た
が
、
制
度
見
直

し
に
よ
り
、
４
月
か
ら
は
年
度

内
に　

歳
に
到
達
す
る
人
も
、

７５

誕
生
日
の
前
日
ま
で
受
診
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 平

成

年

平
成　

年
度度

２１２１

特
定
健
診
の
ご
案

特
定
健
診
の
ご
案
内内

　

市
で
は
、
中
小
企
業
（
個
人

事
業
主
を
含
む
）
を
対
象
に
長

期
・
低
利
・
固
定
で
事
業
資
金

を
融
資
す
る
商
工
金
融
資
金
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
福
岡
県
信
用
保
証
協
会
の

保
証
を
付
け
た
金
融
機
関
か
ら

の
融
資
で
す
。

　

ま
た
、
各
種
相
談
窓
口
を
設

置
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

緊
急
経
営
安
定
化 

　

特
別
資
金
の
創
設

　

平
成　

年
度
か
ら
、「
緊
急

２１

経
営
安
定
化
特
別
資
金
」（
融

資
期
間　

年
以
内
、
据
え
置
き

１０

期
間
２
年
以
内
）
を
創
設
し
ま

す
。
こ
れ
は
従
来
の
「
不
況
対

策
特
別
資
金
」
の
融
資
期
間
を

２
～
３
年
間
延
長
し
、
円
滑
な

資
金
調
達
と
返
済
負
担
の
軽
減

に
よ
る
経
営
の
安
定
化
を
支
援

す
る
も
の
で
す
。

　

既
に
不
況
対
策
特
別
資
金
の

借
り
入
れ
が
あ
る
人
の
融
資
限

度
額
は
、
不
況
対
策
特
別
資
金

の
借
入
額
を
差
し
引
い
た
額
と

な
り
ま
す
。

　

利
用
す
る
際
は
、
市
中
小
企

業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
、
セ

ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
５
号

〈
※
〉
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

指
定
業
種
の
認
定
期
間
は
、
平

成　

年
３
月　

日
ま
で
で
す
）。

２２

３１

　

※
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
５

号
と
は
、
全
国
的
に
業
況
の
悪

化
し
て
い
る
業
種
に
属
す
る
中

小
企
業
を
支
援
す
る
制
度
で
、

融
資
の
保
証
限
度
額
の
別
枠
化

等
を
行
う
も
の
で
す
。

　

融
資
を
申
し
込
む
に
は

　

▽
市
内
に
主
た
る
事
業
所
が

あ
り
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と

▽
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
們

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
商
工
金
融
資
金
制
度

は
、
取
扱
金
融
機
関
を
通
じ

て
、
福
岡
県
信
用
保
証
協
会
に

保
証
の
依
頼
を
し
ま
す
の
で
、

信
用
保
証
協
会
な
ど
に
よ
る
審

査
が
あ
り
ま
す
。

　

申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

　

１
．
借
入
申
込
書

　

２
．
税
務
証
明
書

　

①
個
人
市
県
民
税
ま
た
は
法

人
市
民
税
の
納
税
証
明

　

②
市
税
に
か
か
る
徴
収
金
に

滞
納
が
な
い
こ
と
の
証
明

　

３
．
そ
の
他

　

①
設
備
資
金
＝
見
積
書
、
カ

タ
ロ
グ
、
平
面
図

　

②
許
認
可
業
種
＝
許
認
可
証

の
写
し

　

③
建
設
業
・
測
量
業
・
設
計

業
＝
受
注
工
事
明
細
書

　

④
▽
法
人
＝
最
近
の
決
算
書

（
原
則
二
期
分
）、
残
高
試
算

表
、
履
歴
事
項
全
部
証
明
書

（
商
業
登
記
簿
謄
本
）、
定
款

の
写
し
▽
個
人
＝
確
定
申
告
書

の
写
し
（
原
則
二
期
分
）

　

◎
資
金
に
よ
っ
て
は
ほ
か
に

も
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
。

　

緊
急
経
営
安
定
化　
　
　

　

特
別
相
談
窓
口
を
設
置

　

地
場
中
小
企
業
の
資
金
需
要

や
金
融
・
経
営
相
談
な
ど
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
、
現
在

「
緊
急
経
営
安
定
化
特
別
相
談

窓
口
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

当
分
の
間
、
継
続
し
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

受
付
時
間
＝
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
土
日
祝
日
は
休

み
）

　

開
設
場
所
＝
博
多
区
博
多
駅

前
２
丁
目
９
儿　

商
工
会
議
所

２８

ビ
ル
２
階　

市
中
小
企
業
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
内

　

相
談
内
容
＝
中
小
企
業
診
断

士
や
専
門
相
談
員
に
よ
る
金
融

・
経
営
・
法
律
な
ど
の
各
種
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
市
内

に
主
た
る
事
業
所
が
あ
る
中
小

企
業
者
に
つ
い
て
は
、
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
５
号
の
認
定
も

行
い
ま
す
。

中小企業の経営安定化に向け、
総合的に支援しています　　 

中
小
企
業
向
け
の

新
し
い
融
資
が
始
ま
り
ま
し
た

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

●保証料率は経営状況等に応じて適用されます。また、保証料率の一部を市が負担することにより、利用者
の負担を軽減しています。

保証人保証料率融資利率融資期間融資限度額対象者資金名

原則、個人
は不要、法
人は代表者

０.３６～
１.６６％１.９０%

設備１０年以
内、運転７
年以内

１億円中小企業者等商工業振
興資金

０.３３～
１.７２％１.６０%７年以内１,２５０万円小規模企業者小口事業

資金

中小企業向け融資制度の概要（主なもの） （平成２１年４月現在）

緊急経営安定化特別資金の概要
保証人保証料率融資利率融資期間融資限度額対象者資金名

原則、個人
は不要、法
人は代表者

０.２３～
１.３０％１.７０%

１０年以内

４,０００万円

最近３か月の売上
げや受注額が過去
５年間のいずれか
同期と比較して、
５％以上減少して
いる人など

一般枠

０.４０%１.５０%

８,０００万円

セーフティーネッ
ト１～６号の認定
を受けた人特例枠

０.３０%１.７０%
セーフティーネッ
ト７～８号の認定
を受けた人

（平成２１年４月現在）

市中小企業サポートセンター
渇創業・経営支援課金融係
　☎441崖2171q441崖3211
渇経営相談室
　☎441崖0505q441崖3211
ホームページ
www.city.fukuoka.lg.jp/industry/

【相談・問合せ先】


